
平成２２年２月１０日 

再診料等に関する公益委員の提案 

 

○ 今回改定では医科において初めて入院・外来別の改定率が示された。外来に

ついては 0.31%（約 400 億円）という制約の下で、①重点課題への対応、②外

来管理加算の要件の見直し、③再診料の病診統一、という 3 つの課題に応えて

いく必要があり、このための基本的な枠組みを以下のとおり提案する。  

 

１．重点課題への対応 

 ○ 国民に安心を与える医療を実現していく観点から、小児救急外来の充実、

在宅医療・訪問看護の推進、新規技術の導入など、基本方針で示された重点

課題については、財源を優先的に配分する。  

 

２．外来管理加算の見直し 

 ○ 外来管理加算の算定要件における時間の目安（いわゆる５分ルール）につ

いては廃止する。一方、このルールが設けられた趣旨である「懇切丁寧な説

明に対する評価」をより明確化する観点から、別途要件を追加する。 

○ 上記の要件の見直しを行うこと、及び次期改定において再診料との関係も

含め、本加算の在り方を検討することを前提に、現行の点数（５２点）は据

え置く。 

 

 ３．再診料の見直し 

○ 患者の納得、分かりやすさという観点から、これまでも病院と診療所の初

診料の統一等を行ってきたが、今回改定では再診料についても病診の統一を

行う。具体的水準については、財源制約の下で診療所の再診料を一定程度下

げることにより対応せざるを得ないが、一方で再診料は診療所にとっては収

入の１割を占める基本料的な性格を持つものであること等も考慮し、６９点

で統一する。 

 

４．その他 

 ○ なお、明細書の発行や休日・夜間において患者の不安に応える体制を整え

ている診療所の取組みについては、これまでの中医協における議論も踏まえ

一定の評価を行う。 
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外来管理加算の新たな要件について 
 

第１ 基本的な考え方 

 

外来管理加算は、一定の処置や検査、リハビリテーション等を必要とし

ない患者に対して、それらを行わずに計画的な医学管理を行った際の評価

であったが、平成 20 年度診療報酬改定において、概ね５分以上の懇切丁

寧な説明を行った際の加算として意義付けの見直しを行った。しかし、必

ずしも５分という時間の要件が患者の満足度等に関係するとは言えない

ことから、時間の目安は廃止した上で、新たな要件を設定することとする。 

 

第２ 具体的な内容 

 

外来管理加算の算定要件について、概ね５分以上という時間の目安は

廃止する。なお、引き続き、懇切丁寧な説明については要件とするとと

もに、簡単な症状の確認等を行ったのみで継続処方を行った場合にあっ

ては、外来管理加算を算定できないこととする。 

具体的な通知の改正案は以下のとおり。 

 

現 行 改定案 

【外来管理加算】 

[算定要件] 

１ 外来管理加算を算定するに当た

っては、医師は丁寧な問診と詳細な

身体診察（視診、聴診、打診及び触

診等）を行い、それらの結果を踏ま

えて、患者に対して症状の再確認を

行いつつ、病状や療養上の注意点等

を懇切丁寧に説明するとともに、患

者の療養上の疑問や不安を解消す

るため次の取組を行う。 

【外来管理加算】 

[算定要件] 

１ 外来管理加算を算定するに当た

っては、医師は丁寧な問診と詳細な

身体診察（視診、聴診、打診及び触

診等）を行い、それらの結果を踏ま

えて、患者に対して症状の再確認を

行いつつ、病状や療養上の注意点等

を懇切丁寧に説明するとともに、患

者の療養上の疑問や不安を解消する

ため次の取組を行う。 
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[提供される診療内容の事例] 

① 問診し、患者の訴えを総括す

る。 

「今日伺ったお話では、『前回

処方した薬を飲んで、熱は下が

ったけれど、咳が続き、痰の切

れが悪い。』ということですね。」

  

② 身体診察によって得られた所

見及びその所見に基づく医学的判

断等の説明を行う。 

「診察した結果、頸のリンパ節

やのどの腫れは良くなっていま

すし、胸の音も問題ありません。

前回に比べて、ずいぶん良くな

っていますね。」 

③ これまでの治療経過を踏まえ

た、療養上の注意等の説明・指導

を行う。 

「先日の発熱と咳や痰は、ウイ

ルスによる風邪の症状だと考え

られますが、○○さんはタバコ

を吸っているために、のどの粘

膜が過敏で、ちょっとした刺激

で咳が出やすく、痰がなかなか

切れなくなっているようです。

症状が落ち着くまで、しばらく

の間はタバコを控えて、部屋を

十分に加湿し、外出するときに

はマスクをした方が良いです

よ。」 

④ 患者の潜在的な疑問や不安等

を汲み取る取組を行う。 

[提供される診療内容の事例] 

① 問診し、患者の訴えを総括する。 

「今日伺ったお話では、『前回

処方した薬を飲んで、熱は下が

ったけれど、咳が続き、痰の切

れが悪い。』ということですね。」 

 

 

② 身体診察によって得られた所見

及びその所見に基づく医学的判断

等の説明を行う。 

「診察した結果、頸のリンパ節

やのどの腫れは良くなっていま

すし、胸の音も問題ありません。

前回に比べて、ずいぶん良くな

っていますね。」 

③ これまでの治療経過を踏まえ

た、療養上の注意等の説明・指導を

行う。 

「先日の発熱と咳や痰は、ウイ

ルスによる風邪の症状だと考え

られますが、○○さんはタバコ

を吸っているために、のどの粘

膜が過敏で、ちょっとした刺激

で咳が出やすく、痰がなかなか

切れなくなっているようです。

症状が落ち着くまで、しばらく

の間はタバコを控えて、部屋を

十分に加湿し、外出するときに

はマスクをした方が良いです

よ。」 

④ 患者の潜在的な疑問や不安等を

汲み取る取組を行う。 
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「他に分からないことや、気に

なること、ご心配なことはあり

ませんか。」 

「他に分からないことや、気に

なること、ご心配なことはあり

ませんか。」 

２ １に規定する診察に要する時間

として、医師が実際に概ね５分を超

えて直接診察を行っている場合に

算定できる。この場合において、診

察を行っている時間とは、患者が診

察室に入室した時点を診察開始、退

室した時点を診察終了時間とし、そ

の間一貫して医師が患者に対して

問診、身体診察、療養上の指導を行

っている場合の時間に限る。また、

患者からの聴取事項や診察所見の

要点を診療録に記載する。併せて、

外来管理加算の時間要件に該当す

る旨の記載をする。 

２ 診察に当たっては、１に規定する

項目のうち、患者の状態等から必要

と思われるものを行うこととし、必

ずしも全ての項目を満たす必要はな

い。また、患者からの聴取事項や診

察所見の要点を診療録に記載する。 

 

 

 

 

 

 

３ 投薬は本来直接本人を診察した

上で適切な薬剤を投与すべきであ

るが、やむを得ない事情で看護に当

たっている者から症状を聞いて薬

剤を投与した場合においても、再診

料は算定できるが、外来管理加算は

算定できない。 

３ 投薬は本来直接本人を診察した

上で適切な薬剤を投与すべきである

が、やむを得ない事情で看護に当た

っている者から症状を聞いて薬剤を

投与した場合においても、再診料は

算定できるが、外来管理加算は算定

できない。また、本人からであって

も、簡単な症状の確認等を行ったの

みで継続処方を行った場合にあって

は、外来管理加算は算定できない。 
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